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令和８年度不登校対応巡回教員について 

 

１ 主旨 

令和７年度から一部の中学校で実施している不登校巡回教員による支援について、令

和８年度から全中学校での実施となるため、以下の通り報告する。 

 

２ 不登校対応巡回教員の目的 

不登校対応巡回教員が、巡回拠点校及び巡回校を巡回し、不登校生徒の支援、魅力あ

る学校づくり及び不登校生徒の支援の助言等を行うことにより、校内における組織的な

支援体制の整備について幅広く支援し、不登校の未然防止や不登校生徒への支援の充実

を図る。 

 

３ 令和８年度不登校対応巡回教員及び拠点校・巡回校での取組みについて 

  東京都による不登校対応巡回教員に係るガイドラインに定める取組みのほか、世田谷

区においては、別室登校支援も行いつつ、令和８年度は以下の取組みを推進する。 

（１）新たな不登校が生じない取組（「未然防止」の取組） 

各校の勤務日には、１～３年次の教員の授業に参加し、「生徒指導の実践上の視

点」を意識した授業づくりについて、支援を行う。 

（２）多様な学びの場を確保する取組（「早期支援」及び「長期化への対応」の取組） 

    巡回拠点校・巡回校が実施する支援会議（例：校内委員会）に参加し、巡回担当校

の不登校生徒の状況や支援の様子等の状況把握を行い、支援方法について共有す

る。日程等で直接参加できない場合には、オンラインでの参加を行えるよう巡回グ

ループ内で調整する。 

 

４ 令和８年度不登校対応巡回拠点校・巡回校について 

巡回拠点校 巡回校１ 巡回校２ 巡回校３ 巡回校４ 

桜丘中 駒沢中 桜木中 弦巻中 深沢中 

駒留中 太子堂中 富士中 三宿中 世田谷中 

奥沢中 八幡中 玉川中 尾山台中 東深沢中 

砧南中 瀬田中 用賀中 砧中 喜多見中 

梅丘中※１ 松沢中 北沢中 緑丘中  

芦花中※１ 烏山中 千歳中 上祖師谷中 船橋希望中 

    ※１ 令和８年度から開始 

    ※２ 北沢学園中学校については、学びの多様化学校巡回教員が巡回する。 


